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議第１６１号 

山形県地域経済牽引事業の促進のための不動産取得税の課税免除に関する条例の一部を改正す

る条例（案）新旧対照表 

現 行 改 正 案 

（課税免除の要件） （課税免除の要件） 

第２条 知事は、促進区域内において、当該促進

区域に係る法第４条第６項の規定による同意基

本計画の同意の日（以下「同意日」という。）

から起算して５年内に、承認地域経済牽引事業

のための施設のうち地域経済牽引事業の促進に

よる地域の成長発展の基盤強化に関する法律第

25条の地方公共団体等を定める省令（平成19年

総務省令第94号）第２条に規定するものを設置

した法第14条第１項に規定する承認地域経済牽

引事業者について、当該施設の用に供する家屋

（当該施設の用に供する部分に限るものとし、

事務所等に係るものを除く。以下同じ。）又は

その敷地である土地の取得（同意日以後の取得

に限り、かつ、土地の取得については、その取

得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地

を敷地とする家屋の建設の着手があった場合に

おける当該土地の取得に限る。）に対して課す

る不動産取得税の課税を免除することができ

る。 

第２条 知事は、促進区域内において、当該促進

区域に係る法第４条第６項の規定による同意基

本計画の同意の日（以下「同意日」という。）

から起算して５年内に、承認地域経済牽引事業

のための施設のうち地域経済牽引事業の促進に

よる地域の成長発展の基盤強化に関する法律第

26条の地方公共団体等を定める省令（平成19年

総務省令第94号）第２条に規定するものを設置

した法第14条第１項に規定する承認地域経済牽

引事業者について、当該施設の用に供する家屋

（当該施設の用に供する部分に限るものとし、

事務所等に係るものを除く。以下同じ。）又は

その敷地である土地の取得（同意日以後の取得

に限り、かつ、土地の取得については、その取

得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地

を敷地とする家屋の建設の着手があった場合に

おける当該土地の取得に限る。）に対して課す

る不動産取得税の課税を免除することができ

る。 
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山形県税外収入金延滞金等徴収条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現 行 改 正 案 

附 則 附 則 

１及び２ －略－ １及び２ －略－ 

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合の特例） 

３ 当分の間、第３条に規定する延滞金の年14.5

パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合

は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準

割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和32

年法律第26号）第93条第２項の規定により告示

された割合に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下同じ。）が年7.25パーセント

の割合に満たない場合には、その年中において

は、年14.5パーセントの割合にあつては当該年

における特例基準割合に年7.25パーセントの割

合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割

合にあつては当該特例基準割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合（当該加算した割合が

年7.25パーセントの割合を超える場合には、年

7.25パーセントの割合）とする。 

３ 当分の間、第３条に規定する延滞金の年14.5

パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合

は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特

例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭

和32年法律第26号）第93条第２項に規定する平

均貸付割合をいう。）に年１パーセントの割合

を加算した割合をいう。以下同じ。）が年7.25

パーセントの割合に満たない場合には、その年

中においては、年14.5パーセントの割合にあつ

てはその年における延滞金特例基準割合に年

7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年

7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特

例基準割合に年１パーセントの割合を加算した

割合（当該加算した割合が年7.25パーセントの

割合を超える場合には、年7.25パーセントの割

合）とする。 

議第１６２号 
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山形県体育施設条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現 行 改 正 案 

（設置） （設置） 

第１条 体育の普及振興を図り、もつて県民の心

身の健全な発達に寄与するため、次の体育施設

を置く。 

第１条 体育の普及振興を図り、もつて県民の心

身の健全な発達に寄与するため、次の体育施設

を置く。 

名称 位置 名称 位置 

山形県体育館 山形市 山形県体育館 山形市 

山形県武道館 山形市 山形県武道館 山形市 

山形県あかねケ丘陸上競技場 山形市 

（指定管理者が行う管理の基準） （指定管理者が行う管理の基準） 

第９条 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、

体育施設の管理を行うものとする。 

第９条 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、

体育施設の管理を行うものとする。 

(１) －略－ (１) －略－

(２) 次に掲げる日以外の日は、休業日としな

いこと。 

(２) 次に掲げる日以外の日は、休業日としな

いこと。 

イ 毎月の第３月曜日（山形県あかねケ丘陸

上競技場にあつては、月曜日）（その日が

国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）に規定する休日（以下「休日」とい

う。）であるときは、その日後においてそ

の日に最も近い休日でない日） 

イ 毎月の第３月曜日（その日が国民の祝日

に関する法律（昭和23年法律第178号）に規

定する休日（以下「休日」という。）であ

るときは、その日後においてその日に最も

近い休日でない日） 

ロ －略－ ロ －略－

(３) －略－ (３) －略－

２～４ －略－ ２～４ －略－ 

別表 別表 

１ 施設 １ 施設 

(１)及び(２) －略－ (１)及び(２) －略－

(３) 山形県あかねケ丘陸上競技場 (削る。) 

名称 区分 
使用料の

額 

 

陸上

競技

場 

全部

を単

独で

使用

する

場合 

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

使用

する

場合 

入場

料金

を領

収し

ない

場合 

児童生

徒等の

みが使

用する

場合 

１時間当

たり 

790円 

上記以

外の場

合 

１時間当

たり 

1,590円  

入場

料金

を領

収す

児童生

徒等の

みが使

用する

１時間当

たり 

1,590円 

議第 163号 
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る場

合 

場合 

上記以

外の場

合 

１時間当

たり 

3,180円  

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

用途

に使

用す

る場

合 

入場料金を領

収しない場合 

１時間当

たり 

16,300円  

入場料金を領

収する場合 

１時間当

たり 

65,390円  

上記

以外

の場

合 

児童等が使用する場

合 

午前９時

から正午

まで、午

後１時か

ら午後５

時まで及

び午後６

時から午

後９時ま

でそれぞ

れ１人１

回当たり 

60円  

生徒等が使用する場

合 

午前９時

から正午

まで、午

後１時か

ら午後５

時まで及

び午後６

時から午

後９時ま

でそれぞ

れ１人１

回当たり 

110円  

上記以外の場合 午前９時

から正午

まで、午
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後１時か

ら午後５

時まで及

び午後６

時から午

後９時ま

でそれぞ

れ１人１

回当たり 

230円  

２ －略－ ２ －略－ 

３ 電気消費及び暖房使用に係る加算額 ３ 電気消費及び暖房使用に係る加算額 

区分 
使用の

単位 

加算

額 
区分 

使用の

単位 

加算

額 

電気 －略－ 電気 －略－ 

山形県あ

かねケ丘

陸上競技

場 

陸上競技場 １時間

につき 

740円  会議室 １時間

につき 

40円  

会議室 １時間

につき 

40円  －略－ 

特殊電源装置 １時間

につき 

520円  

－略－ 

備考 －略－ 備考 －略－ 
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